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④分科会活動開始

設置期間：原則として、設置日から当該年度末
まで。延長可能。

構成員：県、会員、会員以外（分会長の承認）

①活動計画書（様式１）の提出 ②様式１の
内容確認

⑤当該年度末までに活動報告書（様式２）を提出

＜構成員報告書（様式３）の提出＞

活動
計画書

活動
報告書

ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォーム分科会 活動の流れ
目的：分科会は、ふくしまＳＤＧｓ推進プラットフォームの会員または県が、ＳＤＧｓの達成に向けた課

題の検討、知見の共有及び取組の具体化に向けた調査・検討等を行うことを目的として設置する。

③分科会の告知、
参加の呼びかけ

＜参加＞

※「活動計画書（様式１）」に記載の提案者及び
参加会員から追加・変更となった場合。

＜活動報告の共有＞


